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EU のリスボン条約発効と今後の課題 
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 要約 

EU の新基本条約「リスボン条約」は、新たな基本法制定の議論が始ま

ってから 10 年近い曲折を経て、2009 年 12 月にようやく発効にこぎつけ

た。リスボン条約によって EU は、①閣僚理事会での意思決定に二重多数

決制を導入し、意思決定プロセスの効率性を高めるとともに、②欧州議会

や加盟国議会の役割の拡大、市民に近い政策の重視などによる民主主義の

向上、③欧州理事会常任議長と外務・安全保障政策上級代表ポスト新設に

よる対外政策の首尾一貫性の向上を目指すことになる。 

リスボン条約の発効によって、EU の東方への拡大には弾みがつき、今後の

EU 経済に活力をもたらすことが期待される。しかし、EU はロシアからのエ

ネルギーの安定確保、EU の新たな成長戦略である「EU2020」の策定、「出口

戦略」の大きな柱である加盟国の財政赤字の縮小など多くの課題を抱えてお

り、こうした課題にリスボン条約下でスタートした新体制の EU や加盟国が

今後どのように取り組んでいくのかが注目されている。 
 

欧州連合（EU）の新基本条約であ

るリスボン条約は、2009 年 11 月 3 日

にチェコのクラウス大統領が批准書

に署名をし、全加盟国の批准が完了し

たことにより、12月 1日に発効した。 

EU はこれまで、加盟 15 ヵ国をベ

ースに制定された基本条約に基づい

て活動してきたが、加盟国 27 カ国の
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もとで政策の効果を最大限発揮し、

その行動能力を強化するためには基

本条約の改正が必要不可欠であった。

このため EU は過去 10 年間、基本条

約改正による改革を模索してきた。 

一方、近年、気候変動、エネルギ

ー安全保障、国際テロリズムなど広

く EU 市民に影響を与えるような問

題に対して、EU として共同で取り

組む必要性がますます高まってきて

おり、この面でも基本条約の改正は

必要であった。 

 

１．リスボン条約制定までの動き 

 

拡大した EU が民主的かつ効率的

に機能していくための新たな基本法

制定の議論は 2001 年に始まった。

EU は当初、既存の条約を「EU 憲法

条約」として統合することを目指し

たが、05 年にフランスとオランダの

国民投票でこの憲法条約の批准が否

決され、2 年近くの熟慮期間が設け

られた。その後、07 年 6 月の欧州理

事会（EU 首脳会議）で新たな条約

の内容が大筋合意され、同年 10 月に

リスボンで開かれた非公式欧州理事

会で新条約の条文が採択された。こ

の結果、新条約は超国家的色彩を帯

びた「憲法条約」ではなく、既存の

EU 条約に修正を加えた「改革条約」

となった。この改革条約は 07 年 12

月に調印され、調印式がリスボンで

行われたことから「リスボン条約」

と呼ばれている。同条約を 09 年 6

月の欧州議会選挙に間に合うよう発

効させることを目指して加盟各国は

08 年に入って批准手続きに入った。 

加盟国の批准手続きにおいては、

アイルランドの国民投票（08年 6月）

における否決と、チェコのクラウス

大統領の批准書への署名拒否が大き

な山場となった。 

このうち、アイルランドについて

は、欧州理事会が、アイルランド国

民が懸念していた①税制、②生命・

家族・教育に関する権利、③軍事中

立の維持の 3 点について同国の意思

決定を尊重する法的保証を付与する

ことを決定したことから、09 年 10

月の 2 回目の国民投票で条約批准を

可決した。 

また、リスボン条約に含まれる基

本権憲章により、条約発効後ドイツ

の旧占領地におけるドイツからの財

産返還問題の顕在化を懸念したチェ
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コに対しては、09 年 10 月の欧州理

事会で、チェコの基本権憲章の適用

除外の要望受け入れを決定、またチ

ェコ憲法裁判所がリスボン条約に合

憲判決を下したことから、クラウス

大統領も批准書に署名した。 

こうして、全加盟国で批准手続き

が完了したことから、リスボン条約

は 09 年 12 月 1 日、ようやく発効に

こぎつけた。 

 

２．リスボン条約に盛り込まれた

改革の方向 

 

新たに成立したリスボン条約には 3

つの大きな改革が盛り込まれている。 

以下に同条約に盛り込まれた主要

な改革の方向、すなわち、①意思決

定プロセスにおける効率性の向上、

②欧州議会や加盟国の議会の役割の

拡大等を通じた民主主義の向上、③

対外的な首尾一貫性の向上、につい

てやや詳細に見てみよう。 

 

（１）意思決定プロセスにおける

効率性の改善 

 

意思決定のプロセスの効率性とい

う観点からは、加盟国の閣僚で構成

される閣僚理事会における表決方法

の変更が挙げられる。リスボン条約

では、閣僚理事会の役割そのものは、

大きく変わらないが、意思決定プロ

セスを効率的なものにするため、閣

僚理事会での表決方法が変更される

ことになった。 

すなわち、①これまで全会一致が

必要だった多くの分野（移民や文化、

気候温暖化防止、エネルギー安全保

障、人道支援など）に、「特定多数決

方式（qualified majority voting）が適

用されることになった（新規の適用

分野は約 50 分野）。ただし、税制、

対外政策、防衛および社会保障の分

野は、引き続き全会一致のままであ

る。また、②特定多数決の際の表決

方法が（a）加盟国の 55％以上の国

（15 ヵ国以上）、（b）賛成国の人口

の総計が EU 総人口の 65％以上、と

いう 2 つの要件満たすという方式

（二重多数決方式）に単純化される

ことになった。この二重多数決方式

は早ければ 2014 年から導入される

予定である。 

ちなみに、これまでのニース条約

による表決方法は、全体の票数 345
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票を人口規模などに応じて加盟国に

割り振り、特定多数決に必要な票数

を 258 票としていた。しかし、この

表決方法は各国の人口規模などをス

トレートに反映したものではなかっ

たため、リスボン条約で上記の二重

多数決制の表決方法に改めたもので

ある。 

また、閣僚理事会における立法審

議はこれまで完全には公開されてい

なかったが、立法審議における透明

性を確保するため、リスボン条約で

は審議を公開することも取り決めて

いる。 

 

（２）欧州議会や加盟国の議会の

役割の拡大と EU 市民重視

の政策 

 

＜欧州議会の権限の拡大＞ 

リスボン条約の最も大きな改革の

ひとつは民主主義向上の観点から欧

州議会の権限を大幅に拡大したこと

であろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．共同決定手続きに移行する既存の EU 政策分野 
①農業および漁業政策、②ビザに関する共通政策に関わる措置（部分的

にすでに共決定が行われている）、③難民（難民申請者の受け入れ条件を

含む一部の分野）、合法的移民（入国・滞在条件を含む）、④犯罪問題に

おける司法協力、警察協力、ユーロジャストおよびユーロポール（注 1）に

関する決定、⑤国境を越えた重大犯罪の分野での犯罪処罰に関する規則、

⑥共通通貨ユーロ関わる金融政策、⑦構造基金、⑧国際条約の承認 
 
２．リスボン条約によって新たに導入された政策分野（これらはいずれも

共同決定手続きが取られる） 
①エネルギー（域内エネルギー市場はすでに共同決定手続きが取られて

いる）、②全般的な経済的利益を生むサービス、③個人データ保護、④国

境チェック、⑤移民；人身売買取り締まりおよび移民政策統合の促進、

⑥欧州知的財産権、⑦公衆衛生；質の高い基準を設ける措置、⑧スポー

ツ、⑨宇宙開発政策、⑩欧州研究分野の実施、⑪ツーリズム 

（資料）欧州委員会、New EP：more power, more responsibility－European Parliament 
and the Lisbon Treaty 
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EU をより民主的で透明性の高い

ものにするためには、直接選挙で選

ばれた議員で構成される欧州議会の

権限拡大が欠かせないという理由か

ら、EU は基本条約改正の都度、欧

州議会の権限の拡大を図ってきたが、

リスボン条約では立法、予算および

国際条約の承認における欧州議会の

権限が大幅に強化されることになっ

た。 

立法については、これまで、①閣

僚理事会が最終的決定権限を有し、

欧州議会の役割は諮問にとどまって

いた分野と、②閣僚理事会と欧州議

会が共同決定する分野に分かれてい

た。これをリスボン条約では、欧州

議会と閣僚理事会による共同決定手

続き（co-decision procedure）を「通

常立法手続き（ordinary legislative 

procedure）」とし、大部分の立法がこ

の手続きによることになった。具体

的に共同決定手続きが適用される政

策分野は以下のとおりであるが、通

常立法手続きを必要とする国際条約

の承認についても、すべて欧州議会

の同意が必要となった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧州議会の予算上の権限の拡大 
 
欧州議会の予算上の権限 

これまでの予算上の権限 リスボン条約における予算上の権限
・欧州議会は「非義務的支出」の
最終決定権限を持つ。 

・閣僚理事会は「義務的支出」の
最終決定権限を持つ。 

・「義務的支出」と「非義務的支出」
の区分の廃止。 

・欧州議会と閣僚理事会が EU の
全予算に対してともに決定権限
を持つ。 

 
長期的予算計画 

現行の財政見通し リスボン条約における財政見通し
・政治的に決定されるが、法的な
拘束力はない。 

・期間は 7 年間（現行の見通しは
2007～13 年）。 

・法的拘束力あり（欧州議会の同
意の下に閣僚理事会で承認され
た規則による）。 

・期間は少なくとも 5 年間。 
 
なお、欧州議会は、次期財政見通しでカバーされる期間を欧州議会議員

および欧州委員会委員の任命期間と合致するようにするために、現行の見
通し期間を 2015 年または 16 年まで延長することを提案している。 

（資料）欧州委員会、New EP：more power, more responsibility－European Parliament 
and the Lisbon Treaty 

http://www.iti.or.jp/

http://www.iti.or.jp/


  

56●季刊 国際貿易と投資 Spring 2010/No.79 

また、EU 予算の決定においても

欧州議会の権限は拡大されることに

なった。これまで EU の予算は、欧

州委員会の提案に基づき閣僚理事会

が予算案を作成・合意し、欧州議会

の承認を得て決定されていた。その

際、「義務的支出」（注 2）は閣僚理事会、

「非義務的支出」（構造基金など地域

政策に関する支出など）は欧州議会

が最終決定権を握っていた。この区

別がリスボン条約では廃止され、欧

州議会と閣僚理事会がすべての予算

につき共同決定することになり、義

務的支出についても欧州議会が決定

権を持つようになった。 

また、リスボン条約では、中期的

な多年度財政枠組みを継続すること

が確認された。中期的な財政枠組み

は従来は法的拘束力がなかったが、

法的拘束力を持つように改められた。

なお、EU の中期予算計画（財政見

通しまたは多年度財政枠組み＜

Multiannual Financial Framework ；

MFF）は、中期的な EU 予算の支出

限度額を定めたもので、一定期間に

ついて、期間内の各年の各予算項目

の支出の上限を定めたものである。 

予算決定の分野における欧州議会

の権限の拡大を整理すると前ページ

の図のとおりとなる。 

 

＜欧州議会の議員定数の変更＞ 

リスボン条約は前述のように民主

主義向上の観点から欧州議会の権限

を大幅に拡大したが、同時に、より

効率的な議会運営のため、欧州議会

議員の定数を 750 名に議長 1 名を加

えた計 751 名を超えないものと規定

している。各国の議員数は原則とし

て加盟国の人口に基づいて決定され

るが、マルタなど小国の発言権を確

保するため最低でも 6 名とされ、ま

た、最も人口の多いドイツの場合は

最高 96 名とされた。 

ところで、リスボン条約の発効が

遅れ2009年6月の欧州議会選挙に間

に合わなかったため、同選挙ではニ

ース条約に基づき 736 名の議員が選

出された。しかし、08 年 12 月の欧

州理事会決定により、リスボン条約

に従えば議員数が増える国ついては、

リスボン条約発効後に、移行措置と

して議員数を増やすことになった。

一方、ニース条約からリスボン条約

への移行で唯一議席数が削減される

予定であった（99→96 名）ドイツに
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ついては、09 年 6 月の選挙ではニー

ス条約に基づき 99 名とリスボン条

約に規定よりも 3 名多く選ばれた。

このため、移行措置として増員する

分も合わせ、09～14 年の任期につい

ては、欧州議会の議員数は 754 名と

なる予定である。 

ただし、この移行措置は条約の規

定（EU 条約 14 条 2 項）の適用免除

を認めるものであることから、法的

には、条約を改正するか、あるいは

条約の適用免除を認める議定書を策

定することが必要となる。このため、

EU は移行措置に関する議定書を策

定することで、09 年 12 月の欧州理

事会で合意した。 

 

＜加盟国議会の権限強化で補完

性原則を監視＞ 

リスボン条約では、EU をより民

主的なものとするために、EU にお

ける加盟国議会の権利と義務が明確

に規定されている。すなわち、情報

入手の権利、補完性原則（注 3）の監視、

自由・安全保障・司法分野の政策評

価メカニズムなどである。 

なかでも最も大きな変化は補完性

原則の強化であり、EU がこの原則

を尊重していないと加盟国議会が考

えた場合、加盟国は異議を唱えるこ

とが可能となる。具体的には、欧州

委員会は、法案を理事会、欧州議会

に提出する際、同時に加盟国の議会

にも送付することが義務付けられ、

加盟国議会は、8 週間以内に当該法

案が補完性原則に違反しないかどう

か審査し意見を述べることができる

ことになった。 

 

＜EU 市民重視の政策＞ 

リスボン条約では、欧州議会の権

限の拡大、加盟国議会による補完性

原則の監視機能の強化に加え、民主

主義の向上や EU 市民に近い形での

政策実施という観点から、EU 市民

が抱く懸念に対応した政策分野も数

多く取り入れている。例えば、地球

温暖化やエネルギー政策の 2 つの課

題に対する取り組みに関する政治的

なコミットメントが条約の中に盛り

込まれた。 

持続可能な開発および環境保護は

これまでの条約でも優先分野として

取り上げられているが、リスボン条

約はこれらに対し明確な定義を与え

るとともに、環境問題、特に地球温
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暖化防止への取り組みを国際レベル

で促進することを約束している。ま

た、エネルギーに関する新しい条項

（エネルギー市場の機能、供給の確

保、エネルギー効率や省エネルギー、

再生可能・新エネルギーの開発など）

がエネルギー政策の目標として明記

された。さらにエネルギー問題につ

いて初めて結束の原則が導入され、

エネルギー供給において深刻な問題

が発生した加盟国に対し、他の加盟

国が供給支援することが盛り込まれ

た。 

また条約の中には、例えば公衆衛

生問題や市民保護について国境を越

えた（クロスボーダー）取り組みを

可能にし、国境を越えたスポーツ活

動支援することができるような新た

な条項も盛り込まれた。 

さらに、リスボン条約は優先政策

分野として自由、公正、安全を掲げ

ている。リスボン条約の発効により、

EU は国境を越えて人身売買を行う

犯罪グループによりよく対処できる

ことになり、犯罪防止の分野におけ

る活動の促進、支援を行い、資産凍

結を通じてテロリズム対策に取り組

むことが可能になる。また、特定の

加盟国がテロリストの攻撃を受けた

場合、あるいは自然災害や人災の犠

牲となった場合、EU と加盟国が共

同で行動することを規定した「連帯

条項」も含まれている。 

こうしたリスボン条約の新しい条

項は、①個人の安全や集団の安全を

高め、よりよい環境や健康条件を促

進し、②加盟国間の結束や連帯を高

め、③EU が経済成長や競争力を維

持し、雇用や社会条件を改善し、④

科学・技術的進展をもたらし、結果

として、EU が国際的な舞台で行動

する能力を高めることになるものと

期待されている。 

また、EU 市民の権利の尊重や権

限強化に関しては、リスボン条約は

EU の基本権憲章を条約と完全に同

格のものとして条約の中に取り込み、

EU の諸機関に対して、EU 市民の政

治的、経済的、社会的権利を尊重す

るよう求めている点が注目される。 

また、リスボン条約には EU 市民

が欧州委員会に対して EU 立法提案

を求めることができる「市民イニシ

アティブ」も導入された。これは複

数の加盟国の 100 万人以上の市民が、

リスボン条約の目的を達成するため
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に EU の法的なアクションが必要と

考える問題に関し署名を集めた場合、

欧州委員会に対して適切な立法措置

をとるよう請願できるようにしたも

ので、EU をより民主的なものとし、

より EU 市民に近い形で EU が政策

を実施することを目指したものであ

る。 

 

（３）対外的な首尾一貫性の向上 

 

＜欧州理事会常任議長（EU 大統

領）ポストの新設＞ 

欧州理事会は、EU 加盟国の首脳

および欧州委員会委員長で構成され、

EU の政策の方向性を決定する役割

を担う。これまで加盟国の首脳会議

として位置づけられ、正式な EU の

機関ではなかったが、リスボン条約

により、正式な EU の機構として位

置づけられることになった。 

欧州理事会の議長は従来加盟国に

よる半年ごとの輪番制（09 年下半期

はスウェーデン）で務めてきたが、

安定性と継続性のある協議を行うた

め、リスボン条約では常任議長

（President of the European Council、

EU 大統領）のポストが新設され、

欧州理事会の運営を行うことになっ

た。同条約では、常任議長は欧州理

事会の準備をし、その継続性を維持

し、加盟国間の合意形成を図ると定

められている。また、対外活動にお

いて一貫性のある EU の行動を保ち、

国際舞台で EU としての主体性確保

に努めることが期待されている。常

任議長の任期は 2 年半で再選は 1 回

のみ可能。欧州理事会で特定多数決

により選出される。 

09 年 11 月の臨時首脳会議で初代

常任議長に選出されたのは、ベルギ

ーのファンロンパウ首相（当時）で

あった。一時有力視されていたブレ

ア前英首相ではなく同氏が初代常任

議長に選ばれたのは、同氏がベルギ

ーの首相時代に発揮した調整能力が

買われたことによるものとみられて

いる。 

 

＜外務・安全保障政策上級代表

（EU外相）ポストの新設＞ 

諸外国および国際機関への EU の

対応に一貫性をもたせるため、リス

ボン条約では、EU 外務・安全保障

上級代表（High Representative for 

Foreign & Security Policy；以下上級代
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表）のポストが新設された。上級代

表は欧州委員会副委員長を兼ね、共

通外交・安全保障政策を実行すると

ともに外相理事会の議長を務める。

上級代表は、EU を代表して国際舞

台で第三国との政治対話を進め、EU

の対外活動の一貫性を保つとともに、

EU の対外活動全般の調整を図るこ

とになる。上級代表をサポートする

ため、EU と加盟国の外交官などを

活用した欧州対外活動庁（European 

External Action Service）が設置され

る。 

初代の上級代表に選ばれたのは、

英国のアシュトン欧州委員会委員

（通商担当）（当時）であった。初代

上級代表に選ばれたアシュトン氏は

外交経験は豊富ではないといわれて

いるが、今後 EU が進める外交にお

いてどのような手腕を発揮するのか

注目されている。 

 

３．リスボン条約発効後の EU の

課題（まとめ） 

 

リスボン条約によって新体制が成

立した EU は今後どのような方向に

進み、その行く手にはどのような課

題が待ち受けているのであろうか。

以下、リスボン条約発効後の EU や

加盟国が直面するとみられる課題等

について概観してみよう。 

 

＜進展する EU の東方拡大＞ 

まず第 1 に、リスボン条約成立に

よって、EU の拡大、特に東への拡

大が進んでいくものと見られる。既

に EU の加盟候補国となり、加盟交

渉も進展しているクロアチア（03 年

2 月 EU 加盟申請、08 年加盟候補国）

とマケドニア（04 年 3 月加盟申請、

08 年加盟候補国）については、リス

ボン条約の成立で、加盟国拡大の制

約がなくなったことから、今後数年

内の EU 加盟実現が期待されている。 

一方、同じ加盟候補国ながら、1987

年、EU の前身である EEC（欧州経

済共同体）に加盟申請したトルコに

ついては、加盟交渉そのものは継続

して行われているものの、EU にイ

スラム教国を取り込むことの是非を

めぐる問題がネックとなって加盟問

題は未だに決着を見ていない。トル

コの EU 加盟は、EU が中東問題に発

言権を増すチャンスとなるとの指摘

もあり、今後、トルコの EU 加盟問
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題に EU としてどのように対処する

のか新任のファンロンパウ常任議長

とアシュトン上級代表の手腕が注目

されている。 

上記加盟候補国以外にも、EU に

加盟申請している国には、モンテネ

グロ（08 年 12 月加盟申請）、アルバ

ニア（09 年 4 月加盟申請）、アイス

ランド（09 年 7 月加盟申請）などが

あり、今後 EU 加盟に動くと見られ

るセルビアを含めて EU の東への拡

大が動き出しそうである。 

こうした、EU の新たな拡大は、

04 年 5 月の EU の東への拡大に伴う

EU 企業の進出や新規市場の出現が

当時停滞気味であった EU 経済に活

力をもたらしたように、今回も金融

危機の後遺症による景気回復の遅れ

に悩む EU にとって経済成長への大

きなキッカケとなることが期待され

ている。 

 

＜ロシアとの PCA 締結でエネル

ギーの安定確保を目指す＞ 

EU の拡大は、EU 経済の活性化に

は大きなプラス要因になると見られ

るが、地政学的にみれば、EU の東

への拡大は EU の国境線が東へ移動

し、ロシアに近づいていくというこ

とである。 

政治的にロシアとの関係は、ウク

ライナやグルジアの NATO 加盟問題、

ロシアによるグルジアの南オセチア

自治州などの独立承認などで、一時

緊張が高まったが、EU の東への勢

力圏の拡大はロシアをさらに刺激す

る可能性もある。 

天然ガスと石油輸入の総輸入の約

30％をロシアからの輸入に頼る EU

としては、97 年にロシアとの間で締

結され 07 年に期限切れとなった「パ

ートナーシップ協力協定（PCA）」を

更新してロシアからのエネルギーの

供給確保も組み込んだ新たな PCA

の締結を急ぎたいところである。 

新 PCA については、ロシアは国際

舞台でのパートナーとしてロシアの

重要性を強調する包括的な枠組み協

定を提案しており、一方、EU はエ

ネルギー貿易など、多くの分野で双

方の義務を定めた、より具体的で詳

細な文書を目指している。09 年 11

月にストックホルムで開催された

EU ロシア首脳会議で、メドベージ

ェフ・ロシア大統領は 10 年までの交

渉妥結を目指して、事務的な努力を
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約束したが、EU 拡大に伴うロシア

との間の緊張感の高まりを回避しつ

つ、10 年中に新 PCA 交渉で合意に

持ち込めるか、ここでも新常任議長

と上級代表の外交手腕が問われるこ

とになりそうだ。 

 

＜「EU2020」の策定と出口戦略＞ 

域内経済の問題に目を転じると、

EU では現在 2010 年に期限を迎える

EU の成長戦略「リスボン戦略」の

あとを継ぐ新戦略「2020 年までの新

たな経済成長戦略；EU2020」の素案

作りが欧州委員会の手で行われてい

る。 

｢EU2020｣は今後欧州理事会など

で検討が行われることになるが、新

常任議長がどのように議論を纏め上

げるのか試金石となろう。 

なお、「EU2020」は、環境、IT（情

報技術）、研究開発（R&D）投資の

強化を成長の柱と位置づけており、

①エネルギー分野では、20 年代初め

までに約 3 分の 2 の電力を低炭素・

安全対応に切り替える。②IT 分野で

は、できるだけ短期間に域内の高速

通信網を 100％整える目標を掲げる

とともに、EU 共通の知財システム

の整備、IT を使った遠隔医療（e ヘ

ルス）などを通じた単一市場でのサ

ービス拡大などを掲げている。 

こうした長期的な戦略の策定に加

えて、当面 EU 経済が抱える大きな

問題は、金融危機対策などで大きく

膨らんだ財政赤字を減らして行くな

どの出口戦略の策定であろう。現在

EU27 の財政赤字の GDP 比は、EU

の財政規律で定めたGDP 比 3％の基

準を大きく超える 7％に達している。

国別にみると、09 年の財政赤字の

GDP比が 2ケタに達しているギリシ

ャ（12.7％）、アイルランド（12.5％）、

英国（12.1％）、スペイン（11.2％）

の状況が深刻で、特にギリシャなど

財政基盤の弱い加盟国のユーロ圏に

与えるリスクが懸念されている。こ

のように、財政赤字の解消は今後の

ユーロの信認にも結びつく重要な問

題であるだけに、EU としては早急

に着手したいところであるが、ある

程度の経済成長を維持しつつ、出口

戦略を実施することには大きな困難

が伴うことが予想される。 

なお、前述のように、EU へ加盟

申請した国の中に今回の金融危機に

よって大きな経済的打撃を受けたア
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イスランドがみられる。アイスラン

ドの加盟申請は、一国単位の金融政

策では金融危機が発生した場合大き

なリスクが発生しかねないため、EU

全体の金融政策の枠組みに入り、ゆ

くゆくはユーロを導入しようという

動きと見られる。金融危機による経

済の混乱によって、通貨をユーロに

切り替える意向を示しているスウェ

ーデンやデンマークのほか、エスト

ニアが金融危機に伴う財政規律の強

化を契機にして近い将来ユーロ導入

を目指すなど、皮肉なことに金融危

機をひとつのきっかけとして、EU

の金融・通貨面の統合が深まる可能

性も出てきている。 

 

注 

1）「ユーロジャスト」は、重大な組織犯罪

を取り締まるため、02 年の欧州理事会

決定により設立された EU の機関。「ユ

ーロポール」は、EU の加盟国の各警察

機関が情報を共有すことにより重大な

国際犯罪に対処することを目的として

94 年に設立された機関。 

2）国際的な協定や EU 条約によって要求さ

れる支出で、全 EU 予算の約 45％を占め

る。最も重要なものは共通農業政策にお

ける農家直接支払いなどの農業関連予算。 

3）EU の意思決定における原則の一つで、

加盟国が国、地域、市町村レベルで行動

をとるよりも効果的と考えられる場合

のみ EU レベルの措置が取られるとい

う考え方。
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